
令和 8 年 2 月 27 日  

 一般財団法人  奈良県剣道連盟 

 加 盟 団 体 代 表 者 の 皆 様 

奈良県中学校体育連盟  

会 長  楢 原  祥 弘  

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和８年度，奈良県中学校体育連盟主催大会における団体戦の認定について（お知らせ） 

 

向春の候、貴団体におかれましては、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、本連盟の活動につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、公益財団法人日本中学校体育連盟より、『令和８年度全国中学校体育大会，地域クラブ活動の参加資格の特例 

各競技細則』が発出されました。それにともない、団体戦の出場条件が大きく改訂されましたのでお知らせいたします。 

 

【改定前】  団体戦については、「地域移行モデル地区や自治体主導で地域移行を進めるために発足した 

地域クラブ活動」、又は「地域移行の受け皿となっているクラブ活動」とする。 

【改訂後】  団体戦については、以下の通りとする。 

 

 ① 自治体主導で発足した地域クラブ活動（モデル地区を含む） 

 ② 部活動の地域展開を主目的として発足した地域クラブ活動 

 ③ 地域のために日常的に活動が継続されている地域クラブ活動 

※上記③は、次のア）、イ）を満たしているものとする。 

ア）１年以上の活動実績があり、複数学年の生徒が所属していること。 

イ）都道府県中体連剣道専門部が、都道府県中体連登録条件に遵守した団体であると判断した 

地域クラブ活動であること。 

      ※上記ア）の「複数学年」について 

        小学生や高校生も含め、継続して活動している実態があれば、「地域のために日常的に活動している」 

       と判断する。 

 

〔その他の条件〕 

・団体戦，個人戦ともに同一団体からの出場とする。 

・日本中体連の「参加資格の特例及び細則」、並びに各都道府県中体連の加盟条件を遵守した団体である 

ことが前提であることから、これに反する行動が見られた場合は、都道府県中体連（都道府県中体連剣道 

専門部）の判断で除名することもある。 

 

※上記を満たしていない団体に対しては、「団体戦の参加を認めない」、「中体連主催大会への認定の取消」の措置を 

取る場合もある。 

※参加申請方法（中体連主催大会）は、奈良県中学校体育連盟ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

奈良県中学校体育連盟 剣道専門部 

専門委員長    竹田 光暢 

 

（勤務先） 奈良市立都南中学校 

（電  話）  ０７４２－６１－７０７０ 


